
白白鷹鷹町町技技能能労労務務職職員員のの給給与与等等のの見見直直ししにに向向けけたた取取組組方方針針   

 

１．取組方針策定の目的         

 地方自治体を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、その健全化を図

ることが重要な課題となっていることから、本町では徹底した行財政改革

に取り組み、分権型社会にふさわしい行政体制の整備に努めているところ

です。地方公務員の給与について、以前は国家公務員に準じて対処するこ

ととされてきましたが、平成 18 年度以降は国家公務員の取り扱いを基本と

して、地域における民間給与等の状況を勘案し適切に対処することが求め

られています。特に、技能労務職員の給与については、同種の民間事業の

従事者と比べて水準が高いとの指摘があるところです。  

 本町の技能労務職員の給与については、以下に示すとおりであり、適正

な給与制度の確立と運用が課題となっています。  

 

２．現      状         

 平成 20 年 4 月 1 日現在の本町の技能労務職員は 3 種で 20 人となってお

り、民間事業との比較を行うと下記の状況となります。  

（１）職員の職種別平均年齢、人数、平均給与データ  

区   分  白  鷹  町  民     間  

職   種  
平 均

年齢  
人数  

平均給料  

月  額  

平均給与  

月  額  

対応 す る 民間

の類似職種  

平均  

年齢  

平均給与  

月  額  

運転手  52.8 2 360,250 円  406,600 円  
自家用乗用  

自動車運転手  
45.7 182,200 円  

業務技術員  51.2 3 353,300 円  368,767 円  用務員  53.9 225,900 円  

調理師  43.3 15 311,100 円  325,000 円  調理師  39.2 215,400 円  

＊平均給与は、国家公務員の平均給与と同じベースで計算したもの。平均給与に

含まれる諸手当は、月ごとに支払われることとされている扶養手当・住居手当な

ど。ただし、時間外・特殊勤務手当・期末・勤勉手当・寒冷地手当は含まない。  

＊賃金構造基本統計調査（厚生労働省）の平成 17～19 年の 3 カ年平均  

運転手、調理師：山形県平均の数値、業務技術員：全国平均の数値  

＊技能労務職員の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形

態等の点について完全に一致しているものではありません。  



 

（２）年齢別職員数の状況  

職 種  運転手  調理師  業務技術員  計  

20～29 歳      

30～39 歳   7  7 

40～49 歳   3 1 4 

50～59 歳  2 4 3 9 

（単位：人）  

 

（３）その他給与に関する事項  

 ア給料  

   給料表は町の行政職給料表（１～４級）の 99％相当額で構成してい

ます。  

  イ技能労務職員に係る特殊勤務手当  

   平成２０年４月１日より、全廃しています。  

ウ昇給基準  

   昇給基準については、下記のとおりです。昇給日を４月１日と定め、

勤務成績に基づき昇給する号給数を決定しています。  

① 勤務成績が特に良好である職員 ５号給以上  

② 勤務成績が良好である職員 ４号給以上  

③ 勤務成績が良好であると認められない職員 ３号給以下  

(55 歳以上の職員については、上記の号給から２号給を抑制しております ) 

 

３．基本的な考え方        

 各地方自治体においては、人口減少、少子高齢社会の進展などにより、

さらに財政規模や財源が縮小していくことが確実視されています。また、

持続可能な財政運営の確立と行政サービスのあり方を再構築するため、本

町でも行財政改革に取り組んでいるところです。  

 このような状況の中で、技能労務職員にかかる業務について、業務の見直

しを行うこととしており、行財政改革大綱に基づく白鷹町集中改革プランに

より定員管理の適正化を図っていきます。  

 



４．当面の具体的な取組内容      

  技能労務職員の給与については、地方公営企業法第 38 条第 3 項の規定に

したがい、同一又は類似の種類の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業

の従事者の給与等を考慮しながら、必要に応じて見直しを行っていきます。 

 本町では、平成 18 年 4 月の給与構造改革に伴い技能労務職員の給料表を

改正していることから、当面は現行の給料表を使用していきます。  

  なお、給料の額については、地域の民間給与水準を反映した県人事委員会

勧告等を参考として、適切に改定していきます。  

 

５．その他       

技能労務職員の任用については、行財政改革大綱に基づく白鷹町集中改革

プランにより退職不補充の方針としています。技能労務職員の定年退職によ

る対応については、民間委託や臨時職員等の任用で対応したいと考えていま

す。  

 



【参考】年度別定年退職者数（予定）  

年度  
年度当初  

在職者数  
退職者数  内    訳  

20 ２０  １  調理師 1 

21 １９  ０   

22 １９  ０   

23 １９  ０   

24 １９  3 調理師 1、運転手 1、業務員 1 

25 １６  ０   

26 １６  ２  調理師 2 

27 １４  ２  調理師 1、業務員 1 

28 １２  ０   

29 １２  １  運転手 1 

合  計  ９   

 

 


